
和光市と国立研究開発法人理化学研究所和光事業所との相互協力に関する協定書

和光市と国立研究開発法人理化学研究所和光事業所（以下「両者」という。）は相互協力に関する基本
的事項について、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 本協定は、両者が一層の協力を進めることにより、地域及び産業の発展、持続可能な社会の構
築、科学技術の発展に資することを目的とする。
（協力事項）
第２条 両者は、前条に定める目的の実現するため、次に掲げる事項を協力するものとする。
（１） 地域及び産業の振興に関すること
（２） 防災対策及び環境保全に関すること
（３） 科学技術の普及啓発及び教育に関すること
（４） 外国人支援に関すること
（５） その他、目的を達成するために必要な事項
（個別覚書の取交）
第３条 前条の協力事項を実施するため、具体的な内容を取り決める必要がある場合は、両者協議の上、
本協定に基づく個別覚書等を取り交わすことができるものとする。
（秘密保持）
第４条 第２条の協力事項を実施するため、守秘義務のある資料及び情報等を相手方に提供する場合は、
両者協議の上、その取扱いについて別途定めるものとする。
（連携窓口の設置）
第５条 両者は、第２条に掲げる事項の協力を円滑に推進するため、それぞれ次のとおり連携窓口を設
置し、連絡・調整を行うものとする。
（１） 和光市 企画部
（２） 国立研究開発法人 理化学研究所 和光事業所 研究支援部
（有効期間）
第６条 本協定の有効期間は、協定締結日から２０２５年３月３１日とする。
２ 期間満了の 1ヶ月前までに、両者の合意がなされた場合は、有効期間を５年間延長できるものとし、
それ以降も同様とする。
（その他）
第７条 本協定に定める事項について疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、
両者が協議して定めるものとする。

本協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有するもの
とする。
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